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例

　

職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
支
給
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
二
年
六
月
十
日

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞　

大
分
県
条
例
第
二
十
号

　
　
　

職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
支
給
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
支
給
条
例
（
昭
和
二
十
六
年
大
分
県
条
例
第
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

　

附
則
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

　

（
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
よ
り
生
じ
た
事
態
に
対
処
す
る
た
め
の
伝
染
病
防
疫
作
業
に
従
事
す

　

る
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
の
特
例
）

９　

職
員
が
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
（
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
を
指
定
感
染
症
と
し
て
定

　

め
る
等
の
政
令
（
令
和
二
年
政
令
第
十
一
号
）
第
一
条
に
規
定
す
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
患

　

者
又
は
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
病
原
体
を
保
有
し
て
い
る
者
で
あ
つ
て
そ
の
症
状
を
呈
し
て
い

　

な
い
も
の
（
以
下
「
患
者
等
」
と
い
う
。
）
が
宿
泊
す
る
施
設
の
内
部
そ
の
他
の
知
事
が
定
め
る
区
域
に

　

お
い
て
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
か
ら
県
民
の
生
命
及
び
健
康
を
保
護
す
る
た
め
に
緊
急
に
行
わ

　

れ
た
措
置
に
係
る
作
業
で
あ
つ
て
知
事
が
定
め
る
も
の
に
従
事
し
た
と
き
は
、
第
四
条
の
規
定
に
か
か
わ

　

ら
ず
、
第
二
条
第
二
号
の
手
当
を
支
給
す
る
。

毎
週　

火
曜
日
・
金
曜
日
（
祝
祭
日
に
当
た
る
と
き
は
翌
日
発
行
）　

発
行
人　

大　

分　

県　
　

編
集　

三
恵
印
刷
株
式
会
社　
　

（
定
価　

一
箇
年　

三
万
八
千
八
百
八
十
円
）

10　

前
項
の
手
当
の
額
は
、
作
業
に
従
事
し
た
日
一
日
に
つ
き
、
三
千
円
（
患
者
等
の
身
体
に
接
触
し
て
又

　

は
患
者
等
に
長
時
間
に
わ
た
り
接
し
て
行
う
作
業
そ
の
他
知
事
が
こ
れ
に
準
ず
る
と
認
め
る
作
業
に
従
事

　

し
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
四
千
円
）
と
す
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
改
正
後
の
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
支
給
条
例
の
規
定
は
、
令
和

二
年
四
月
三
十
日
か
ら
適
用
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　

　

大
分
県
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
二
年
六
月
十
日

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞　

大
分
県
条
例
第
二
十
一
号

　
　
　

大
分
県
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

第
一
条　

大
分
県
税
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
大
分
県
条
例
第
四
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

　

る
。

　
　

附
則
第
二
十
二
条
の
六
の
五
中
「
令
和
二
年
九
月
三
十
日
」
を
「
令
和
三
年
三
月
三
十
一
日
」
に
改
め

　

る
。

　
　

附
則
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

　
　

（
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
等
に
係
る
耐
震
基
準
不
適
合
既
存
住
宅
の
取
得
に
対
す
る
不
動
産
取

　
　

得
税
の
減
額
等
の
特
例
）

　

第
二
十
六
条　

第
三
十
六
条
の
九
第
三
項
に
規
定
す
る
耐
震
基
準
不
適
合
既
存
住
宅
を
取
得
し
、
当
該
耐

　
　

震
基
準
不
適
合
既
存
住
宅
の
第
三
十
六
条
の
十
二
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
耐
震
改
修
に
係
る
契
約
を

　
　

令
第
三
十
八
条
に
規
定
す
る
日
ま
で
に
締
結
し
て
い
る
個
人
が
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
（
新

　
　

型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
特
別
措
置
法
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
三
十
一
号
）
附
則
第
一
条
の
二
第

　
　

一
項
に
規
定
す
る
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
を
い
う
。
）
及
び
そ
の
ま
ん
延
防
止
の
た
め
の
措
置

　
　

の
影
響
に
よ
り
当
該
耐
震
改
修
を
し
て
当
該
耐
震
基
準
不
適
合
既
存
住
宅
を
そ
の
取
得
の
日
か
ら
六
月

　
　

以
内
に
そ
の
者
の
居
住
の
用
に
供
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
つ
た
こ
と
に
つ
き
施
行
規
則
第
二
十
八
条
第

　
　

一
項
に
規
定
す
る
と
こ
ろ
に
よ
り
証
明
が
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
耐
震
改
修
を
し
て
当
該
耐
震

　
　

基
準
不
適
合
既
存
住
宅
を
令
和
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
そ
の
者
の
居
住
の
用
に
供
し
た
と
き
（
当

　
　

該
耐
震
基
準
不
適
合
既
存
住
宅
を
当
該
耐
震
改
修
の
日
か
ら
六
月
以
内
に
そ
の
者
の
居
住
の
用
に
供
し

　
　

た
場
合
に
限
る
。
）
は
、
第
三
十
六
条
の
十
二
の
二
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中

　
　

「
当
該
耐
震
基
準
不
適
合
既
存
住
宅
を
取
得
し
た
日
か
ら
六
月
以
内
に
、
当
該
」
と
あ
る
の
は
「
当

　
　

該
」
と
、
「
行
い
」
と
あ
る
の
は
「
行
い
、
当
該
住
宅
の
当
該
耐
震
改
修
の
日
か
ら
六
月
以
内
に
」
と

（
条
例
）



令
和
二
年
六
月
十
日

大
分
県
報
号
外

二

　
　

す
る
。

　

２　

前
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
第
三
十
六
条
の
十
第
一
項
及
び
第
三
十
六
条
の
十
二
の

　
　

二
第
二
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字

　
　

句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。

第
三
十
六
条
の
十

第
一
項

一
年
六
月
以
内
、
同
項
第
二
号

当
該
土
地
の
上
に
あ
る
耐
震
基
準
不

適
合
既
存
住
宅
の
耐
震
改
修
（
第
三

十
六
条
の
十
二
の
二
第
一
項
に
規
定

す
る
耐
震
改
修
を
い
う
。
以
下
こ
の

項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
日
後
六
月

以
内
の
日
ま
で
、
第
三
十
六
条
の
九

第
三
項
第
二
号

か
ら
六
月
以
内

か
ら
当
該
土
地
の
上
に
あ
る
耐
震
基

準
不
適
合
既
存
住
宅
の
耐
震
改
修
の

日
後
六
月
以
内
の
日
ま
で

第
三
十
六
条
の
十

二
の
二
第
二
項

六
月
以
内

同
項
の
耐
震
改
修
の
日
後
六
月
以
内

の
日
ま
で

第
二
条　

大
分
県
税
条
例
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　

附
則
第
二
十
六
条
を
附
則
第
二
十
八
条
と
し
、
附
則
第
二
十
五
条
の
次
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。

　
　

（
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
等
に
係
る
寄
附
金
税
額
控
除
の
特
例
）

　

第
二
十
六
条　

県
民
税
の
所
得
割
の
納
税
義
務
者
が
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
等
の
影
響
に
対
応

　
　

す
る
た
め
の
国
税
関
係
法
律
の
臨
時
特
例
に
関
す
る
法
律
（
令
和
二
年
法
律
第
二
十
五
号
。
次
条
に
お

　
　

い
て
「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
特
例
法
」
と
い
う
。
）
第
五
条
第
四
項
に
規
定
す
る
指
定
行
事

　
　

の
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
中
止
等
に
よ
り
生
じ
た
同
項
に
規
定
す
る
入
場
料
金
等
払
戻
請
求
権
（
次

　
　

項
に
お
い
て
「
入
場
料
金
等
払
戻
請
求
権
」
と
い
う
。
）
の
全
部
又
は
一
部
の
放
棄
の
う
ち
住
民
の
福

　
　

祉
の
増
進
に
寄
与
す
る
も
の
と
し
て
知
事
が
指
定
す
る
も
の
（
次
項
に
お
い
て
「
払
戻
請
求
権
放
棄
」

　
　

と
い
う
。
）
を
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
期
間
（
次
項
に
お
い
て
「
指
定
期
間
」
と
い
う
。
）
内

　
　

に
し
た
場
合
に
は
、
当
該
納
税
義
務
者
が
そ
の
放
棄
を
し
た
日
の
属
す
る
年
中
に
放
棄
払
戻
請
求
権
相

　
　

当
額
の
第
二
十
五
条
の
三
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
寄
附
金
を
支
出
し
た
も
の
と
み
な
し
て
、
個
人
の

　
　

県
民
税
に
関
す
る
規
定
を
適
用
す
る
。

　

２　

前
項
に
規
定
す
る
放
棄
払
戻
請
求
権
相
当
額
と
は
、
同
項
の
納
税
義
務
者
が
そ
の
年
の
指
定
期
間
内

　
　

に
お
い
て
払
戻
請
求
権
放
棄
を
し
た
部
分
の
入
場
料
金
等
払
戻
請
求
権
の
価
額
に
相
当
す
る
金
額
（
第

　
　

二
十
五
条
の
三
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
寄
附
金
の
額
及
び
そ
の
放
棄
を
し
た
者
に
特
別
の
利
益
が
及
ぶ

　
　

と
認
め
ら
れ
る
も
の
の
金
額
を
除
く
。
）
の
合
計
額
（
当
該
合
計
額
が
二
十
万
円
を
超
え
る
場
合
に

　
　

は
、
二
十
万
円
）
を
い
う
。

　
　

（
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
等
に
係
る
住
宅
借
入
金
等
特
別
税
額
控
除
の
特
例
）

　

第
二
十
七
条　

県
民
税
の
所
得
割
の
納
税
義
務
者
が
前
年
分
の
所
得
税
に
つ
き
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感

　
　

染
症
特
例
法
第
六
条
第
四
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
た
場
合
に
お
け
る
附
則
第
七
条
の
三
の
二
の
規
定

　
　

の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
中
「
令
和
十
五
年
度
」
と
あ
る
の
は
、
「
令
和
十
六
年
度
」
と
す
る
。

　
　
　

附
　
則

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
条
例
中
第
一
条
の
規
定
は
公
布
の
日
か
ら
、
第
二
条
及
び
次
項
の
規
定
は
令
和
三
年
一
月
一
日
か

　

ら
施
行
す
る
。

　

（
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
等
に
係
る
個
人
の
県
民
税
の
寄
附
金
税
額
控
除
の
特
例
に
関
す
る
経
過

　

措
置
）

２　

県
民
税
の
所
得
割
の
納
税
義
務
者
が
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
等
の
影
響
に
対
応
す
る
た
め
の

　

国
税
関
係
法
律
の
臨
時
特
例
に
関
す
る
法
律
（
令
和
二
年
法
律
第
二
十
五
号
）
第
五
条
第
四
項
に
規
定
す

　

る
指
定
行
事
の
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
中
止
等
に
よ
り
生
じ
た
同
項
に
規
定
す
る
入
場
料
金
等
払
戻
請

　

求
権
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
入
場
料
金
等
払
戻
請
求
権
」
と
い
う
。
）
の
行
使
を
令
和
二
年
二
月
一

　

日
か
ら
地
方
税
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
令
和
二
年
政
令
第
百
六
十
一
号
）
附
則
第
二
条
第

　

一
項
に
規
定
す
る
日
ま
で
の
間
に
し
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
入
場
料
金
等
払
戻
請
求
権
の
行
使
に
よ
る

　

払
戻
し
を
し
た
者
に
対
し
て
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
期
間
内
に
当
該
払
戻
し
を
受
け
た
金
額
以
下
の
金

　

額
の
寄
附
金
の
支
出
を
し
た
と
き
は
、
当
該
寄
附
金
の
支
出
を
同
法
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
入
場
料

　

金
等
払
戻
請
求
権
の
全
部
又
は
一
部
の
放
棄
と
、
当
該
支
出
を
し
た
寄
附
金
の
額
を
当
該
放
棄
を
し
た
部

　

分
の
入
場
料
金
等
払
戻
請
求
権
の
価
額
と
み
な
し
て
、
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
大
分
県
税
条
例

　

附
則
第
二
十
六
条
の
規
定
を
適
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
　
　
　
　
　

　

ふ
る
さ
と
お
お
い
た
応
援
基
金
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
二
年
六
月
十
日

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞　

大
分
県
条
例
第
二
十
二
号

　
　
　

ふ
る
さ
と
お
お
い
た
応
援
基
金
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

ふ
る
さ
と
お
お
い
た
応
援
基
金
条
例
（
平
成
二
十
年
大
分
県
条
例
第
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

　

第
一
条
第
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
条
例
）



令
和
二
年
六
月
十
日

大
分
県
報
号
外

三

　

一　

ま
ち
・
ひ
と
・
し
ご
と
創
生
大
分
県
総
合
戦
略
の
基
本
目
標
の
達
成
に
資
す
る
施
策

　
　
　

附
　
則

　

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
条
例
）


